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＜本報告書の記載内容に関する留意事項＞ 

１．報告書中の試算・推計の数値・金額 

報告書中の監査人による試算・推計の数値・金額は、市から監査人に提示のあっ

た資料及び説明をもとに記載したもので、その数値・金額の正確性を保証するもの

ではない。 

 

２．報告書中の表やグラフ 

報告書中の表・グラフ・図は、特に記載したものを除き、市から入手した資料で

ある。 

 

３．端数処理 

報告書中の表の合計は、端数処理の関係で、総数と内訳の合計とが一致しない場

合がある。 
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第１編 監査の概要 
 

１ 監査の種類 

地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）第 252 条の 37 第 1 項から第 3 項まで

及び大阪市外部監査契約に基づく監査に関する条例（平成 11 年大阪市条例第 6

号）第 2 条の規定に基づく包括外部監査 

 

２ 選定した特定の事件 

（１）選定した特定の事件 

市有不動産の有効利用について 

～未利用地の管理・活用・商品化及び換価処分を中心に～ 

 

（２）特定の事件を選定した理由 

ア 行財政改革の必要性 

大阪市はバブル崩壊後の長期の経済低成長期の中、税収の落ち込みや市

債残高の増加など、危機的な財政状況に陥っていたとされる。 

今後の大阪市における税収は大きな増加を見込めず、また、扶助費など

社会保障関連経費のさらなる増加も見込まれる中、平成 28 年度において

「当面の単年度通常収支不足」が 200 億円に上るとの試算がなされており、

歳出の削減、職員数の削減など、「ムダを徹底的に排除し、成果を意識した

行財政運営」の実現に向けた改革の必要性、将来世代に負担を先送りする

ことのないよう、大阪市は、市民の安全・安心を支える安定した財政基盤

の構築に向け、着実かつ積極的な取組みを持続していく必要がある。 

イ 公有不動産の有効活用の必要性と大阪市による取組み 

公有不動産は、地域の活性化や賑わいの創出など、まちづくりに資する

よう効率的に有効活用される必要があるほか、各不動産の利用状況に応じ

て、売却や貸付等により大阪市の財政資金を生み出す重要な経営資源であ

る。行政財産／普通財産を問わず、全ての公有不動産については、その利

用状況が適切に管理・モニタリングされている必要があり、行政目的利用

がなされていない不動産については、将来に向けた活用手段を適切に選定

した上で、積極的に売却や貸付等を推進し、歳入確保に努める必要がある。 
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大阪市においても、市による行政目的利用がなされていない不動産の有

効活用が進められ、特に未利用地（現状が空地のもの）については、市政

改革マニフェスト（市政改革基本方針）の取組みのひとつとして、未利用

地の処分・有効活用を促進するため、平成 18 年 9 月に全市の未利用地 852

件・約 255 万㎡の情報を一元化して公表し、外部有識者から組織された大

阪市土地流動化委員会の提出した「土地流動化に関する意見」を踏まえて、

平成 19 年 6 月に「大阪市未利用地活用方針」が策定された。 

この「未利用地活用方針」に基づき、平成 22～30 年度までに一般会計

で 1500 億円の売却を目標に取組みを推進してきたものであるが、平成 22

～26 年度の実績は 846 億円にとどまり、平成 27 年 3 月末時点において

は、以下のとおり、長期間未活用の土地が多数存在している状況となって

いた。 

【参考】（市政改革プラン 2.0 より抜粋） 

未利用地（現状が空地のもの）のうち、公表されてから 5 年以上売

却・事業化されず、現在貸付もされていないもの（平成 27 年 3 月末

時点） 

処分検討地 103 件／221 件（46.6％） 

事業予定地 84 件／149 件（56.4％） 

未利用地の有効活用等については、全市的な行財政改革の取組みの一つ

として市政改革プラン 2.0（平成 28 年度～令和元年度）に採用され、現在

も進行中の市政改革プラン 3.0（令和 2 年度～令和 5 年度）の取組みの一

つとして、その推進が図られている。 

そして、市政改革プラン 2.0 の策定と同時期に、契約管財局長をリーダ

ーとする資産流動化プロジェクト用地チーム（以下「用地 PT」という。）

が組成され、同 PT により未利用地の有効活用に向けた進捗管理や取組状

況などの情報共有、未利用地の処分及び転活用に関わる助言、特例的に市

の意思決定が必要な事案として戦略会議等に諮る案件の事前審査による積

極的なサポートなどがなされることとなっている。 

しかしながら、未利用地の中でも商品化に時間を要する売却困難な案件

が多くを占めるようになってきたことで、平成 30 年度には売却収入目標

額の下方修正を余儀なくされ、未利用状態の解消や歳入確保への貢献に向
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けた暫定的な有償貸付の積極的検討など方針転換が必要となっている状況

にあるとされている。 

ウ 選定理由 

以上の背景事情を踏まえ、大阪市としての歳入確保の重要性を前提に、 

①大阪市の保有する不動産のうち、市による行政目的利用がなされて

いない財産が、普通財産として、最適な管理者のもと、適切に管理

がなされているか。 

②特に未活用である土地について、未利用地として適切に掌握された

上で、売却処分・貸付等を含む活用方針が適切に選定されているか。 

③商品化を含む売却に関する一連の事務が、適切かつ計画的に行われ

ているか。 

④第三者に対して貸付ないし目的外使用許可を行っている案件につい

て、賃料ないし使用料の決定・徴収・減免・未収金回収・契約解除

ないし許可取消し・明渡し等の一連の事務処理が公平かつ合規的に

行われているか。 

⑤不法占拠案件について、各管理者による境界確定、所有権保全、賃

料相当損害金の徴収、明渡し等に関する各種事務処理が公平かつ合

規的に行われているか。 

といった観点に着目して監査を実施するのが有用であると考え、上記（１）

の事件（監査のテーマ）を選定した。上記③～⑤については、法的に解決

可能な問題が放置されていないか、適切な手続選択が公平かつ実効的に行

われているかなどについても、弁護士の視点からこれを検証し、場合によ

っては有効な方法や施策の指摘ないし提案を行うことにも意義があると考

えられたものである。 

 

（３）包括外部監査の対象及び監査対象部署 

ア 対象 

市有不動産（主に土地）の管理事務全般を監査対象とする。 

イ 監査対象部局 

（ア）公有財産の総括的管理者、普通財産の原則的管理者、用地 PT のリー

ダー、不法占拠処理プロジェクトチーム（以下「不占 PT」という。）の
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リーダーである契約管財局を、主たる対象部局とした。 

（イ）その他、管理者として各不動産を直接管理している部署を監査対象

部局とした。なお、契約管財局以外で、実際にサンプリング調査・実

査を行った対象部局は以下の①～⑦である。 

①建設局 

②都市整備局 

③教育委員会事務局 

④こども青少年局 

⑤健康局 

⑥淀川区役所 

⑦城東区役所 

 

（４）本年度監査の主軸 

市有不動産（主に土地）の管理事務全般を対象事項とし、そのうち下記項

目を主たる監査対象事務とした。 

①行政財産の公用廃止に関する事務 

②普通財産の管理権限につき、契約管財局長への引継ぎに関する事務 

③用地 PT による「未利用地等」の選定、分類、進捗管理、助言等の事

務 

④「未利用地等」について、各管理者による商品化・売却等処分、事業

化その他利活用に関する事務 

⑤市有不動産の貸付（いわゆる継続賃貸地）について、賃料の決定・徴

収・減免・未収金回収・契約解除・明渡し等に関する事務 

⑥不占 PT による不法占拠案件の選定、検証、進捗管理等の事務 

⑦不法占拠案件について、各管理者による境界確定、所有権保全、賃料

相当損害金の徴収、明渡し等に関する事務 

 

（５）包括外部監査対象期間 

原則として、平成 28 年度～令和 2 年度の間の市有不動産（主に土地）の

管理事務全般を監査対象とし、必要に応じて、その前後の期間も含める。 
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３ 監査の方法 

（１）監査の視点・着眼点 

以下の項目及び着眼点に従い、監査を行った。 

項目 着眼点 

① 行政財産の公用廃

止に関する事務 

② 普通財産の管理権

限につき、契約管

財局長への引継ぎ

に関する事務 

○有効利用の出発点である公用廃止の判断について、

各管理者の恣意が介在しないよう適切に行われて

いるか。 

〇公用廃止をした行政財産については契約管財局が

引き継ぐことが原則とされているところ、例外とさ

れる「引継ぎ不要」の基準が適切に整備・運用され

ているか。 

③ 用地 PT による

「未利用地等」の

選定、分類、進捗

管理、助言等の事

務 

 

〇「未利用地等」の選定及び分類は、適切に行われて

いるか。 

○未利用地等活用方針に定める分類基準が適切かつ

効率的に運用されているか。 

〇用地 PT による進捗管理、助言等の事務が適切に行

われているか。 

○各管理者との連携が適切かつ実効性のある形で行

われているか。 

○土地活用等評価委員会など外部組織への諮問が適

切に行われているか。 

④ 「未利用地等」に

ついて、各管理者

による商品化・売

却等処分、事業化

その他利活用に関

する事務 

〇各管理者による未利用地等の商品化・売却、事業化

について、適切な計画が立てられているか。 

○用地 PT と適切に連携の上で、計画どおり、合規的

に売却や事業化が進んでいるか。 

〇各管理者間で、売却計画・進捗にばらつきはないか。

⑤ 市有不動産の貸付

（いわゆる継続賃

貸地）について、

賃料の決定・徴収・

減免・未収金回収・

〇賃料の決定・徴収・減免・未収金回収が、公平かつ

合規的に、また効率的に行われているか。 

○契約解除・明渡し請求について、公平かつ合規的に、

また効率的に行われているか。 

○滞納整理事務は公平に行われているか。 
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契約解除・明渡し

等に関する事務 

○滞納整理事務は効率的に行われているか。 

⑥ 不占 PT による不

法占拠案件の選

定、検証、進捗管

理等の事務 

⑦ 不法占拠案件につ

いて、各管理者に

よる境界確定、所

有権保全、賃料相

当損害金の徴収、

明渡し等に関する

事務 

〇不占 PT による不法占拠案件の選定は、適切に行わ

れているか。 

○不占 PT による進捗管理、助言等の事務が適切に行

われているか。 

〇各管理者との連携が適切かつ実効性のある形で行

われているか。 

○土地活用等評価委員会など外部組織への諮問が適

切に行われているか。 

○各管理者による境界確定、所有権保全、賃料相当損

害金の徴収、明渡し請求等について、公平かつ合規

的に、また効率的に行われているか。 

 

（２）主な監査手続・監査の手法 

ア 不動産管理主体の決定に関する事項 

決裁資料の確認・関係各所のヒアリングなどにより、公用廃止の基準及

び判断の妥当性の精査、引継ぎ除外の基準及び判断の妥当性の精査を行っ

た。 

イ 用地 PT による未利用地等対策事務に関する事項 

決裁資料、報告書、議事録その他の資料の確認・関係各所のヒアリング

などにより、用地 PT の業務の適否・効率性、報告・議論・有効な助言・

適切なフィードバックがなされているかなどについて精査を行った。 

ウ 各不動産管理者による未利用地等の処理に関する事項 

用地 PT との連携に関する資料及び各管理者の管理資料の確認・関係各

所のヒアリングなどにより精査を行った。商品化については、解決可能な

問題が放置されていないかなどについても、弁護士の視点からこれを検証

のうえ有効な方法の指摘を行った。 

エ 貸付事務に関する事項 

契約管財局が管理している「継続賃貸地」をサンプルとして、契約管財

局の管理資料の確認及びヒアリングなどにより精査を行った。また、解決
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可能な問題が放置されていないか、適切な手続選択が公平に行われている

かなどについても、弁護士の視点からこれを検証し、場合によっては有効

な方法の指摘を行った。 

オ 不法占拠案件対策事務にかかる事項 

不占 PT との連携に関する資料及び各管理者の管理資料の確認・関係各

所のヒアリングなどにより精査を行った。また、解決可能な問題が放置さ

れていないかなどについても、弁護士の視点からこれを検証のうえ有効な

方法の指摘を行った。 

 

４ 包括外部監査人補助者 

包括外部監査人を補助させるため、次の者を補助者に選任した。 

弁護士 栗本知子 

弁護士 伊藤海大 

弁護士 難波泰明 

弁護士 西川大貴 

弁護士 若林直樹 

弁護士 千賀大祐 

公認会計士 大塚祐介 

 

５ 包括外部監査実施期間 

監査対象の部署に対し、令和 3 年 7 月 29 日から令和 4 年 2 月 9 日までの期

間で監査を実施した。 

 

６ 利害関係 

大阪市と包括外部監査人及び補助者との間には、いずれも監査の対象とした

事件について地方自治法第 252 条の 29 の規定により記載すべき利害関係はな

い。 

 

７ 定義等 

本報告書における「指摘」及び「意見」の定義は次のとおりである。 
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① 指摘 

適法性（法令、条例、規則、規程、要綱等）の観点から、改善の必要を

認める事項。経済性・効率性・有効性（いわゆる 3E）の観点から、改善の

必要を認める事項。 

② 意見 

適法性の問題はないものの、経済性・効率性・有効性（いわゆる 3E）の

観点から、改善することが期待される事項。 
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第２編 大阪市における公有財産の管理体制 
 

第１ 公有財産の概括的説明 

１ 公有財産という概念 

普通地方公共団体の所有に属する財産のうち、不動産、地上権、特許権、著

作権など、地方自治法（以下「地自法」という。）第 238 条第 1 項に列挙され

ている財産を公有財産という。 

 

２ 行政財産と普通財産 

公有財産は、行政財産と普通財産に区分される（地自法第 238 条第 3 項）。 

（１）行政財産 

ア 定義等 

「行政財産」とは、普通地方公共団体において公用又は公共用に供し、

又は供することと決定した財産をいう（地自法第 238 条第 4 項）。 

・「公用」に供する財産（公用財産）とは、普通地方公共団体がその事務

又は事業を執行するため直接使用することを本来の目的とする公有財

産をいう。 

具体例：庁舎、議事堂、試験場、研修所 

・「公共用」に供する財産（公共用財産）とは、住民の一般的共同利用に

供することをその本来の目的とすることをその本来の目的とする公有

財産をいう。 

具体例：道路、病院、福祉施設、学校、公園など 

・「供することと決定した財産」（予定公物）とは、未だ現実に公用又は

公共用に供されてはいないが、将来、公用又は公共用に供すべきこと

を決定した財産をいう。 

具体例：道路予定地など 

イ 行政財産の管理・処分について 

行政財産は、自治体の政策実現のために必要な資産として維持管理され

るものであるため、地自法第 238 条の 4「第 2 項から第 4 項までに定める

ものを除くほか、これを貸し付け、交換し、売り払い、譲与し、出資の目

的とし、若しくは信託し、又はこれに私権を設定することができない」（同
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条第 1 項）として、処分や貸付け等利活用の方法に制限が加えられている。 

 

（２）普通財産 

「普通財産」とは、行政財産以外の一切の公有財産をいう（地自法第 238

条第 4 項）。普通財産は、行政財産と異なり、「これを貸付け、交換し、売り

払い、譲与し、若しくは出資の目的とし、又はこれに私権を設定することが

できる」（地自法第 238 条の 5 第 1 項）。 

なお、同条第 1 項は確認的規定であり、同項に列挙されていない管理処分

の形態も当然に許容される。もっとも、地方自治体の財政の健全性の確保を

趣旨とする地方財政法第 8 条は、「常に良好の状態においてこれを管理し、そ

の所有の目的に応じて最も効率的に、これを運用しなければならない」と規

定していることから、普通財産であっても、漫然と所有し、有用性、効率性

の低い状態を維持することは許容されない。 

 

＜関係法令抜粋＞ 

●地方自治法 

第 237 条（財産の管理及び処分） 

1 この法律において「財産」とは、公有財産、物品及び債権並びに基金をい

う。 

 

第 238 条（公有財産の範囲及び分類） 

1 この法律において「公有財産」とは、普通地方公共団体の所有に属する財

産のうち次に掲げるもの（基金に属するものを除く。）をいう。 

一 不動産 

二 船舶、浮標、浮桟橋及び浮ドック並びに航空機 

三 前二号に掲げる不動産及び動産の従物 

四 地上権、地役権、鉱業権その他これらに準ずる権利 

五 特許権、著作権、商標権、実用新案権その他これらに準ずる権利 

六 株式、社債（特別の法律により設立された法人の発行する債券に表示さ

れるべき権利を含み、短期社債等を除く。）、地方債及び国債その他これら
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に準ずる権利 

七 出資による権利 

八 財産の信託の受益権 

2 （省略） 

3 公有財産は、これを行政財産と普通財産とに分類する。 

4 行政財産とは、普通地方公共団体において公用又は公共用に供し、又は供

することと決定した財産をいい、普通財産とは、行政財産以外の一切の公有

財産をいう。 

 

第 238 条の 4 

1 行政財産は、次項から第四項までに定めるものを除くほか、これを貸し付

け、交換し、売り払い、譲与し、出資の目的とし、若しくは信託し、又はこ

れに私権を設定することができない。 

2 行政財産は、次に掲げる場合には、その用途又は目的を妨げない限度にお

いて、貸し付け、又は私権を設定することができる。 

一 当該普通地方公共団体以外の者が行政財産である土地の上に政令で定

める堅固な建物その他の土地に定着する工作物であって当該行政財産で

ある土地の供用の目的を効果的に達成することに資すると認められるも

のを所有し、又は所有しようとする場合（当該普通地方公共団体と一棟の

建物を区分して所有する場合を除く。）において、その者（当該行政財産

を管理する普通地方公共団体が当該行政財産の適正な方法による管理を

行う上で適当と認める者に限る。）に当該土地を貸し付けるとき。 

二 普通地方公共団体が国、他の地方公共団体又は政令で定める法人と行

政財産である土地の上に一棟の建物を区分して所有するためその者に当

該土地を貸し付ける場合 

三 普通地方公共団体が行政財産である土地及びその隣接地の上に当該普

通地方公共団体以外の者と一棟の建物を区分して所有するためその者

（当該建物のうち行政財産である部分を管理する普通地方公共団体が当

該行政財産の適正な方法による管理を行う上で適当と認める者に限る。）

に当該土地を貸し付ける場合 
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四 行政財産のうち庁舎その他の建物及びその附帯施設並びにこれらの敷

地（以下この号において「庁舎等」という。）についてその床面積又は敷

地に余裕がある場合として政令で定める場合において、当該普通地方公

共団体以外の者（当該庁舎等を管理する普通地方公共団体が当該庁舎等

の適正な方法による管理を行う上で適当と認める者に限る。）に当該余裕

がある部分を貸し付けるとき（前三号に掲げる場合に該当する場合を除

く。）。 

五 行政財産である土地を国、他の地方公共団体又は政令で定める法人の

経営する鉄道、道路その他政令で定める施設の用に供する場合において、

その者のために当該土地に地上権を設定するとき。 

六 行政財産である土地を国、他の地方公共団体又は政令で定める法人の

使用する電線路その他政令で定める施設の用に供する場合において、そ

の者のために当該土地に地役権を設定するとき。 

3 前項第二号に掲げる場合において、当該行政財産である土地の貸付けを受

けた者が当該土地の上に所有する一棟の建物の一部（以下この項及び次項に

おいて「特定施設」という。）を当該普通地方公共団体以外の者に譲渡しよ

うとするときは、当該特定施設を譲り受けようとする者（当該行政財産を管

理する普通地方公共団体が当該行政財産の適正な方法による管理を行う上

で適当と認める者に限る。）に当該土地を貸し付けることができる。 

4 前項の規定は、同項（この項において準用する場合を含む。）の規定によ

り行政財産である土地の貸付けを受けた者が当該特定施設を譲渡しようと

する場合について準用する。 

5（略） 

 

第 238 条の 5 

1 普通財産は、これを貸付け、交換し、売り払い、譲与し、若しくは出資の

目的とし、又はこれに私権を設定することができる。 

2～9（略） 
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●地方財政法 

第 8 条 

地方公共団体の財産は、常に良好の状態においてこれを管理し、その所有の目

的に応じて最も効率的に、これを運用しなければならない。 

 

第２ 大阪市における財産管理についての規律と運用 

大阪市における財産の取得、管理及び処分については大阪市財産条例（以下

「財産条例」という。）及び大阪市財産規則（以下「財産規則」という。）によ

り規律される。財産条例によれば、大阪市の財産については、市長及び公営企

業管理者（財産管理者）並びに教育委員会が、法令、条例又は規則の定めると

ころにより、それぞれこれを管理することとされている（財産条例第 3 条）。 

 

１ 大阪市における公有財産の管理者 

（１）行政財産の管理者 

大阪市が所有する行政財産については、次にいう「局長等」が、その所管

事務に係る行政財産の管理を行わなければならない（財産規則第 2 条）。 

局長等： 

・大阪市市長直轄組織設置条例第 1 条に掲げる次の組織の長 

副首都推進局、市政改革室、ICT 戦略室、人事室、都市交通局 

・大阪市事務分掌条例第 1 条に掲げる次の組織の長１ 

政策企画室、経済戦略局、IR 推進局、総務局、市民局、財政局、契約管

財局、都市計画局、福祉局、健康局、こども青少年局、環境局、都市整

備局、建設局、大阪港湾局 

・その他 

危機管理監、会計室長、消防局長、中央卸売市場長、区長 

 

 
１ なお、大阪市事務分掌条例は令和 3 年 11 月 1 日付けで改正されており、「都市計画局」の名称が

「計画調整局」へと改められている。もっとも、本年度監査は令和 2 年度の資料を基に実施されて

いるものであるから、本報告書においては、旧称である「都市計画局」の名称を用いることとす

る。以下同じ。 
13
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（２）普通財産の管理者 

大阪市が所有する普通財産については、原則として契約管財局長が管理し、

例外的に、局長等又は教育次長は、契約管財局長の承認を得た場合に限り、

普通財産を管理することができる（財産規則第 3 条）。 

 

（３）管理者としての権限と責務 

財産の「管理」（管理行為）とは、当該財産の価値が毀損しないようこれを

保存し、財産の価値を実現するためにこれを利用し、又はその財産の価値を

高めるためにこれを改良する行為をあわせた行為をいう。 

地方公共団体の財産は、いわば住民全体の財産であることから、適正な財

産管理を行う必要がある（地方財政法第 8 条）。 

この点、行政財産については、その性質上、所管する所属において直接行

政の用に供され、日常管理される。一方、普通財産は行政財産と異なり、直

接行政の用に供されないことから、所管する所属において適正に管理してい

くためには、管理方法を明文化し、運用していくことが求められる。 

大阪市は、公有財産のうち普通財産である土地について、現地管理の方法

を定めるため基本的な考え方を示すため、現地管理要領作成指針を制定して

いる。 

 

２ 総括者としての契約管財局長の存在 

契約管財局長は、公有財産管理を総括する立場にあり、公有財産の効率的運

用を図り、その取得、管理及び処分の適正を期するため、必要な調整を行う義

務を負う（財産規則第 4 条第 1 項）。この調整を行うため、契約管財局長は、局

長等及び教育次長に対し、「公有財産管理に関する資料若しくは報告を求め」、

「実地調査を行い」、又は「用途の変更もしくは廃止、所管替え、管理替えその

他の必要な措置をなすべきことを求めること」ができる（同条第 2 項）。 

かかる文言からするに、契約管財局長は財産規則第 4 条第 2 項の権限を適正

に行使し、同条第 1 項が定める公有財産の効率的運用のための調整を果たさな

ければならない義務を負うものといえる。すなわち、契約管財局長は、適正な

公有財産の管理がなされているか否かについて監査的視点よりこれを総括す

る立場にあると解するのが相当である。  
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３ 管理者と契約管財局の関係 

上記１、２を図解すると、以下のとおりとなる。 

 
 

 

 

 ※監査人にて作成 

  

契約管財局⻑

●適正な財産管理がなされているかの確認
①公有財産管理に関する資料の徴求⼜は報告の要請
②実地調査
●財産管理が適正でない場合の措置要求
①⽤途の変更もしくは廃⽌
②所管替え、管理替え
③その他の必要な措置

所管所属の財産 所管所属の財産所管所属の財産

局⻑等 局⻑等局⻑等

管理（保存、利⽤、改良）

監査的視点と権限
（財産規則第4条2項）

公有財産管理の「総括」
（財産規則第4条⾒出し）

所管局による公有財産の管理
（⾏政財産：財産規則第2条
普通財産：同第3条ただし書き）

15

所管所属の財産 所管所属の財産 所管所属の財産

管理（保存、利用、改良）

局長等 局長等 局長等

所管局による公有財産の管理
（行政財産：財産規則第2条
 普通財産：同第3条ただし書き）

●適正な財産管理がなされているかの確認
①公有財産管理に関する資料の徴求又は報告の要請
②実地調査
●財産管理が適正でない場合の措置要求
①用途の変更もしくは廃止
②所管替え、管理替え
③その他の必要な措置

監査的視点と権限
（財産規則第 4 条 2 項）

契約管財局長

公有財産管理の「総括」
（財産規則第 4 条見出し）
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４ 契約管財局の組織体制 

（１）組織図 

令和 3 年 4 月 1 日時点の契約管財局の組織体制は以下のとおりである。 
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契約管財局

契約部

制度課 （契約制度グループ）（総務グループ）

契約課 （工事契約グループ）（委託・物品契約グループ）

不正入札監察室

管財部

連絡調査課 （連絡調査グループ）（財産活用グループ）

管財課 （管財グループ）　　（賃貸地グループ）　（売却グループ）

用地部

審査課 （企画グループ）　　（審査グループ）　　（収用グループ）

用地課 （用地取得グループ）（物件補償グループ）


